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本約款は、令和 2年 4月 1日 以降に、当組合 (以 下、「組合」
という。)が 提供する」Aバ ンクカー ドローン (JAカ ー ドロ
ーン、」Aフ イ ドカー ドローン、教育ローン (カ ー ド型)を 言
います。)を 借 り入れる借主との 」Aバ ンクカー ドローン当座
貸越約定書兼債務保証委託証書 (以 下、「カー ドローン契約書」
という。)に基づくカー ドローン (約定返済型)取 引 (以下、
「カー ドローン取引」という。)に適用されます。
JAバ ンクカー ドローンを借 り人れた場合、本約款に同意 し
たものとみなされ ます。 」Aバ ンクカー ドローンの借 り入れに
先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場
合は、」Aバ ンクカー ドローンを借 り入れることができません。
本約歓は、民法に定める定型約款に該当します。組合は、本約
款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由
があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に

基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、
店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表 し、公表の

際に定める適用 F漏 始 日から適用されるものとします。

(取引方法 )
― ドローン取引は組合の本支店 (所 )の うちいずれかの
店のみで開設できるものとします。
― ドローン取引による当座貸越は、この取引のために F)日
れたカー ドローン専用 日座および」Aカ ー ドローンカー
以下 「ロー ンカー ドJと い う。)の 使用による貸越 とし、
手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は
ないものとします。

3 カー ドローン取引による貸越金の返済は、第 5条 、第 6条
および第 7条 に定めるとお りとします。

第 2条 (貸越極度額 )
1 貸越極度額は、カー ドローン契約書の借入要項 (以下、
「借入要項」 とい う。)の 借入極度額 とします。なお、組合
がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行つ

た場合にもカー ドローン契約書および本約款の各条項が適用
されるものとし、借主は、組合から請求があつたときは借入
極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2 組合は前項にかかわらず、カー ドローン取引の貸越極度額
を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越
極度額および変更 日等必要な事項を借主あてに通知するもの

とします。

条 (取 引期限 )
カー ドローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定
る日 (組合の信用事業の休業 日の場合はその 日の翌営業 日)
します。ただ し、取引期限までに借主または組合の一方か

期限を延長 しない旨の中出がない場合には、さらに借入要
の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以
も同様 とします。
期限までに当事者の一方から期限の延長 しない旨の申出が

された場合は次によることとします。
借主は、ローンカー ドを組合に返却 します。
借主は、期限の翌 日以降ローンカー ドを使用 した当座貸
越は うけません。
貸越元利金はカー ドローン契約書および本約款の各条項
に従い弁済 し、貸サこ成元利金が完済された日にこの契約は当
然解約 されるものとします。
④ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌 日にこの契約
は当然に解約 されるものとします。

第 4条 (貸越金利追、等 )
1 貸越金の利息は、付利単位を 100円 とし、借入要項に定め
る約定返済 日 (組合の信用事業の体業日の場合はその 日の翌
営業 日とします。)に組合が定める所定の利率・方法により
計算 し、貸越元金に組み入れるものとします。また、教育ロ

ーン (カ ー ド型)の 場合は、貸越元金に組み入れず、約定返
済日に和1虐、を支払 うものとします。
2 利息の計算は平年・ うるう年に関係なく次の算式により行
うものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×利率■365
3 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢`、金利
状況等を勘案 し糸L合が定めたものを適用 します。また、金利
を変更 した場合には、店頭表示、インターネッ トその他相当
の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容に
よりこの契約を履行 します。
4 組合に対する債務を履行 しなかった場合には、借人要項に
定める元利金等の遅延損害金および組合の定める督促手数料
を支払います。
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第 8条 (諸費用の返済用貯金日座からの自動引落し)
カー ドローン契約書の締結に際 し、借主が負担すべきローン

カー ド発行手数料 。日1紙代等の費用は、組合所定の日に借入要

項に定める返済用貯金日座から小切手または通帳および請求書

なしで引落 しのうえ費用の支払いにあてるものとします。

第 9条 (期限前の企額返済義務 )
1嘗

岳:揉軍掛5脅息a二 :蕃8全馬三言≧葱七与侯£哲集抱
』限8型詰亀会零F畠怪革嬢需烈令罠窒響皇牽絵吊え蔵静立

5の鍛atキ憲瞥托据揚蓉庭砥「恩審憲伝七ネξ嫁赤糧担泳祭域
いを中止することができるものとします。

第
患奎ィ∫「 怒麦蜜装の定例返済に定めるところにより、約定返

済金額を返済することとします。
なお、約定返済 日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌

営業日とします。

写
[念奏:魯啓ぞとと是黎瑠諄基召盗忙壕着亀岳告まネiこ堪霧
金相当額を預入 します。なお、組合は返済 日に小切手または

通帳および請求書なしで引落 しの うえ、返済にあてます。た

だし、返済用貯金 口座の残高が約定返済額に満たない場合に

は組合は、その一部返済にあてる取扱いはしないものとしま

す。
2 万一預入が遅延 した場合には預入後いつでも組合は同様の
取扱いができるものとします。
3 前 2項の手続においてほかに支払請求があつた場合または
組合に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは

返済の順序については組合の任意とします。

つたとき。
主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2号のほか、借主がイ責務整理に関して裁判所の関与す
続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃上を表明 し

きなど、支払を停 止したと認められる事実が発生 した

主の貯金その他組合に対するイ責権について仮差押、保

全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

③ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由に
よって、組合に借主の所在が不明となつたとき。

ド台?Э隻翁讐億と悠乗嬬故催eをみ写蕃蓬児茄屋あと姦疋
ついて期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の金額を支払い

ます。
① 借主が組合に対する債務の一つでも期限に履行しなかつ
たとき。
② 借主が組合との取引約定に違反 したとき。なお、カー ド
ローン契約書および本約款に基づく組合への届出内容や提

出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを

③写電著曾ぁ篠嘲 弼 員々脳 鮒継壽歩摩
号のいずれかに該当する行為をし、または第 10条第 1項
定にもとづ く表明・確約に関して虚イ為の中告をしたこ

判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。

各号のほか、借主の信用状態に著 しい変化が生 じるな

利金 (損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の
が生 じたとき。
の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、ある

主が組合からの請求を受領 しないなど借主の責めに帰
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すべきすl由 により、請求が延着 しまたは到着 しなかつた場合
は、通常到連すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第 10条 (反社会的勢力の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなつた
時から5年 を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力国関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集
団等、その他 これ らに準ずる者 (以 ドこれらを 「暴力団員等 J
という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも
,ノス士当しないことを表口月し、かつ将来にわたつても該当しない

ことを維約いた します。

力団員等が経営に実質的に関与していると認められる
を有すること
己、自社 もしくは第二者の不正の利益を図る目的また

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関 して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
行為
④ 風説を流布 し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信
用を毀損 し、または組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第 9条 第 2項第 3号 の規定の適用により、借主に損害が生
じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合
に損害が生 じたときは、借主がその責任を負います。

第 H条 (減額・中止・解約 )
1 第 9条 各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があ
るとき、その他相当の事由があるときは、組合はいつでも極
度額を減額 し、貸越を中止 し、またはカー ドローン契約書お
よび本約款に基づ く契約 (以 下「この契約」とい う。)を 解

主に相続の開始があったときには、当然にこの契約が終
るものとします。なお、本項に基づく契約終了後の貸越
金の約定返済については第 5条 の定めによるものとし、
相続人による貸越元利金の任意の期限前返済 も可能であ
のとします (具体的な返済方法については別途組合が指
た方法によるものとします。)。

第 12条 (組合からの相殺、払戻充当)
1 組合は、期限のテU来 、期限の利益の喪失、その他の事由に
よつて、借主が組合に対する債務を履行 しなければならない

場合には、その債務 と借主の貯金その他の組合に対する債権
とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、組合はいつで

も相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所
定の手続きを省略 し、借主にかわり諸預け金の払戻 しを受け

債務の弁済に充当することができるものとします。 この場合
組合は払戻 しおよび充当の結果を借主に報告するもの としま
す。
3 前 2項 により組合が相殺または払戻充当を行 う場合、債権
債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合に
よる計算実行の 日まで とし、貯金の利率等については、各種
貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主
と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの

とします。

第 13条 (借主による相殺 )
1 借主は、以下の場合 を除き、カー ドローン契約書および本
約款によるl責 務 と期限の到来している借主の組合に対する貯
金その他の債権 とを、カー ドローン契約菩および本約萩によ
る債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と組合の間の期限前弁済についての約定に反する場
合
2 前項によつて相殺す る場合には、和殺通知は書面または電

磁的記録によるものとし、相殺 した貯金その他の債権の証書、

通帳は直ちに組合に提出します。
3 借主が相殺 した場合における債権償務の利思、損害金等の
計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、

利率等について借主と組合の間に別に定めがない場合には、

組合の定めによるものとします。なお、期限前弁済について

繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによ

るものとします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあ
るときは、その定めによるものとします。

第 14条 (債務の返済等に充てる順序 )
1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対す

15条 (危険負担、免責条項等 )
借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の

事故等やむを得ない事情によつて紛失、滅失、損傷または延

着した場合には、借主は組合の帳簿、伝栗等の記録に基づい

て債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合

には、借主は直ちに代わ りの証書を差 し入れるものとします。
この場合に生 じた損害については、組合の責めに帰すべき事

由による場合を除き、借主が負担 します。
借主が組合に提供 した担保について前項のやむをえない事

情によつて損害が生じた場合には、その損害について、組合
の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

16条 (屈 出事項 )
借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職

業、勤務先、その他組合に対する届出事項に変更があつたと

きは、その旨を書面または電磁的記録により直ちに組合に届

け出るものとします。この届出の前に生 じた損害については、

借主の負担とします。
借主が前項の届出を怠ることあるいは借主が組合からの請

求を受領 しないことその他借主の責めに帰すべき事由により、

組合の通知または送付書類等が延着 し、もしくは到着 しなか

った場合には、通常到達すべき時に到達 したものとします。

第 17条 (印鑑照合 )
組合が、カー ドローン契約書および本約款による取引にかか

力団員等が経営を支配 していると認められる関係を有
こと
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第

１

わる諸届その他の書類に使用された印影 (ま
ドローン契約書に押榛の印影 (ま たは借主の

と相当の注意

た
届
を

の
に

。

ら
め
す

れ
た
ま

そ

の
し

ヽ
そ
と

鑑
と
て
い

印
た

つ
な

出

つ
あ
わ

届
扱
が
負

は暗証)を カー
け出た暗証)ま
もつて照合 し、
書類につき、偽
生じた損害につ

たは借主の貯金日座の

相違ないと認めて取 り

造、変造その他の事故
いては、組合は責任を

きは

も、
もの

第 18条 (費用の負担 )
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。な

壇ぁ覺翁盆48名魯握犯鱈息亀毬急舌嚢嘗盈≒写31:泊傷合罰
計算で算出)を組合に対して支払うものとします。
① カー ドローン契約書の作成および変更に関する費用。

3 篭藻栃舟訪勇き憤梶き鞣笠得冠毛鷲託鬼殊花岳等毘移用。
④ 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他カー ドローン契約書および本約款による取引に関
するいつさいの費用。

況

つ
便

業
あ
は

第

１

19条 (報 告および調査 )
借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、

等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求が

た場合には、書類を提供 し、もしくは報告をなし、また

益を是供するものとします。
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借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等に
ついて重大な変化が生じたとき、または生 じるおそれがある
ときは、組合に対 して遅滞なく報告するものとします。
借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開
始 されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、

2

3

2

第 20条 (準拠法、合意管轄 )
1 借主と組合は、カー ドローン契約書ならびに本約款に基づ

借
て
と
し
わ

ヽ
し
の
と
負

主
付
も
様
を

借
添
る
同
任

をヽ
出
も
責

は
書
け
合
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に
明
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場
合

き
証
に
た
組

と
項
合
じ

ヽ

る
事
組
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い
記
り
が
て

て
登
よ
消

い

け

ヽ
に
取

つ

受
は
録
は
に

に
人
記
た
害

で
見
的
ま
損

す
後
磁
更
た

を

電ヽ
変
じ

判
人
は
に
生

。

審
佐
た
容
に
す

の
保
ま
内
前
ま

ら

ヽ
面
出
の
し

れ
人
書
届
出
と

こ
助
を

。届

の

は
補
旨
す

。
も

た
の
の
ま
す

い

ま
主
そ
し
ま
な

と
ら
合
の
ま

こ
な
場
＞
し

る
書
た
所
意

い
　
転

つ
　
　
　
ヽ

に
　
勤

法
　
転

方

　

ヽ

済
　
し

返
　
事

の
　
従

後
　
に

の
　
労

そ
　
勤

、　
０
て

に
す
い

も
ま
お
地
直
の

と
し
に
轄

そヽ

と
と
内
管
は

ヽ
。

る
と
区
の
合
に
す

す
こ
地
合
場
も
ま

を
う
轄
組
た
と
し

出
従
管
り
じ
と
と

届
に
の
よ
生
る
と

る
示
合
に
が
す
こ

よ
指
組
由
由
を
う

に
の
が
理
事
出
従

録
合
主
の
な
届
に

記
組
借
等
う
る
示

的
て
　
職
よ
よ
指

く諸取引の契約準 )と法は日本法とす
借主と組合は、カー ドローン契約
く諸取引に関して訴訟の必要が生 じ
(本所)ま たは組合の取引支店 (支
裁判所を管轄裁判所 とすることに合

に合意します。
びに本約款に基づ

には、組合の本店
所在地を管轄する
す。

第 21条 (管轄地区外への移動 )
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に
転居するような事由が生 じた場合は、直ちに書面または電磁

区外において勤労に従事する
ちに書面または電磁的記録に

後の返済方法について組合の

以 上

(令和 6年 2月 10日 現在 )
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